
◆ 遠別町建築技師職員就労奨励金のご案内 ◆ 

 

 

 遠別町では、建築技師（１級建築士及び２級建築士）として遠別町で勤務された方を対象

に、就労奨励金を交付しています。 

 

交付対象  建築技師（１級建築士及び２級建築士）の資格を有し、新たに遠別町の職 

員として１年以上勤務された方。 

交付金額 ●法の規定に基づく１級建築士の資格を有する者 

（１）勤務期間１年終了後   ３００，０００円 

（２）勤務期間３年終了後   ３００，０００円 

（３）勤務期間５年終了後   ４００，０００円 

（４）勤務期間 10年終了後   ５００，０００円 

 

●法の規定に基づく２級建築士の資格を有する者 

（１）勤務期間１年終了後   ２００，０００円 

（２）勤務期間３年終了後   ２００，０００円 

（３）勤務期間５年終了後   ２００，０００円 

（４）勤務期間 10年終了後   ２００，０００円 

 

 ※採用時において、年齢が５０歳以上の方については、半額となります。 

 

お問合せ   遠別町役場 総務課総務係（電話：０１６３２－７－２１１１） 

 


